
（別添参考）

「特定保険医療材料の定義について」（平成30年３月５日保医発0305第13号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

（別表） （別表）

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第 Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第５部、第６部、第９部、第

10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除 10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

く。）及びその材料価格 く。）及びその材料価格

001～063 （略） 001～063 （略）

064 脊椎固定用材料 064 脊椎固定用材料

(１)～(２) (１)～(２)

(３) 機能区分の定義 (３) 機能区分の定義

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 脊椎スクリュー（固定型） ⑤ 脊椎スクリュー（固定型）

次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。

ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケー ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケー

ジを脊椎に固定することを目的に使用するスクリュー又はプ ジを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューである

レート形状のものであること。 こと。

イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこ イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこ

と。 と。

⑥～⑩ （略） ⑥～⑩ （略）

065～201 （略） 065～201 （略）

Ⅲ～Ⅳ （略） Ⅲ～Ⅳ （略）


